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�愛媛県告示第１７３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和元年６月１４日

�愛媛県告示第１７２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ｍａｃ富�店
松山市富�町４３０－２

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

有限会社エバーウッディ

松山市高岡町５３０番地

代表取締役 竹内 加寿美

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社大屋

西条市西田甲５９０番地２

代表取締役 伊藤 慎太郎

大屋観光株式会社

西条市西田甲５９０番地２

代表取締役 伊藤 慎太郎 その他未定

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和２年２月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６００平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７７台

イ 駐輪場の収容台数

５０台

ウ 荷さばき施設の面積

５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

株式会社大屋

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午前０時

大屋観光株式会社

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午前０時

小売業者未定

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午前０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前９時から午後６時まで

２ 届出年月日

令和元年５月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１７４号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 金生町山田井８ 平成２８年度から
平成２９年度まで

四国中央市（金生
町山田井８）の地
籍図及び地籍簿

新居浜市 萩生治良丸旦の
上の一部

平成２４年度から
平成２５年度まで

新居浜市萩生治良
丸旦の上の一部の
地籍図及び地籍簿

松山市 内宮地区の一部 平成２８年度から
平成３０年度まで

松山市（内宮地区
の一部）の地籍図
及び地籍簿

２ 認証年月日

令和元年６月１４日

�愛媛県告示第１７５号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、令和元年度分の交付

金及び補助金から適用する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号
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改 正 後 改 正 前

（交付金等交付対象経費及び補助率等）

第２条 交付金等を交付することとする経費及びその補助率等は、

次の表のとおりとする。

� 交付金

（交付金等交付対象経費及び補助率等）

第２条 交付金等を交付することとする経費及びその補助率等は、

次の表のとおりとする。

� 交付金

区分 経 費
交付基準又

は交付金額
区分 経 費

交付基準又

は交付金額

農業委員

会に要す

る経費

省略 農業委員

会に要す

る経費

省略

農地等の利用の最適化の推進に関す

る事項に関する事務に要する経費

（農業委員及び農地利用最適化推進

委員の報酬をいう。第３項第１号に

おいて同じ。）

省略 農地等の利用の最適化の推進に関す

る事項に関する事務に要する経費

（農業委員及び農地利用最適化推進

委員の報酬をいう。第３項第１号に

おいて同じ。）

省略

農地法（昭和２７年法律第２２９号）等

に基づく事務の適正実施のための支

援事業及び農地の有効利用を図るた

めの支援事業に要する経費

定額

農業委員

会ネット

ワーク機

構に要す

る経費

広域的な農地利用調整活動等への支

援事業に要する経費

定額

� 負担金 � 負担金

区分 経 費 負担率 区分 経 費 負担率

農業委員

会ネット

ワーク機

構に要す

る経費

農地法 に

基づき農業委員会ネットワーク機構

が行うものとされた業務（以下「農

地法業務」という。）に要する経費

（役職員手当、職員給与費等、役職

員旅費、事務等経費及びその他の農

地法業務に要する経費をいう。第３

項第２号において同じ。）

省略 農業委員

会ネット

ワーク機

構に要す

る経費

農地法（昭和２７年法律第２２９号）に

基づき農業委員会ネットワーク機構

が行うものとされた業務（以下「農

地法業務」という。）に要する経費

（役職員手当、職員給与費等、役職

員旅費、事務等経費及びその他の農

地法業務に要する経費をいう。第３

項第２号において同じ。）

省略

� 補助金 � 補助金

区分 経 費
補助率又は

補助金額
区分 経 費

補助率又は

補助金額

農業委員

会に要す

る経費

農地法に基づく事務の適正実施のた

めの支援事業及び農地の有効利用を

図るための支援事業に要する経費

定額

農業委員

会ネット

ワーク機

構に要す

る経費

省略 農業委員

会ネット

ワーク機

構に要す

る経費

省略

広域的な農地利用調整活動等への支

援事業に要する経費

定額

２ 省略

３ 次に掲げる経費の流用は、してはならない。

� 農業委員会に要する経費のうち、農業委員会等に関する法律

第６条第１項及び第２項に規定する事項に関する事務に要する

２ 省略

３ 次に掲げる経費の流用は、してはならない。

� 農業委員会に要する経費のうち、農業委員会等に関する法律

第６条第１項及び第２項に規定する事項に関する事務に要する

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号
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経費、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費及び農地法等に基づく事務の適正実施のための支

援事業に要する経費の相互流用並びに農業委員会等に関する法

律第６条第１項及び第２項に規定する事項に関する事務に要す

る経費、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事

務に要する経費及び農地の有効利用を図るための支援事業に要

する経費の相互流用

� 省略

（財産の管理）

第１１条 市町又は農業委員会ネットワーク機構は、交付金等交付事

業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付金又は補助金

の交付の目的に従つて適正に管理しなければならない。

２ 市町又は農業委員会ネットワーク機構は、前項の財産のうちそ

の取得価格又は効用の増加価格の単価が５０万円を超える機械及び

器具を、知事の承認を受けないで、交付金又は補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。ただし、市町又は農業委員会ネットワーク機構が

交付金又は補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合又は

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に規定する耐用年数に相当する期間（同令に規定のない財産

については、知事が定める期間）を経過した場合は、この限りで

ない。

様式第１号の�（第３条関係）

省略

年度農業委員会交付金交付申請書

年度において農業委員会に関する事業を実施したいので、

農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３

号）第３条の規定に基づき、交付金 円を交付されたく

事業計画書及び収支予算書を添え申請する。

様式第２号の�（第３条関係）

事 業 計 画 書

１～５ 省略

６ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）等に基づく事務の適正実施

のための支援事業

省略

７・８ 省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」

という。）の人数

経費、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費及び農地法 に基づく事務の適正実施のための支

援事業に要する経費の相互流用並びに農業委員会等に関する法

律第６条第１項及び第２項に規定する事項に関する事務に要す

る経費、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事

務に要する経費及び農地の有効利用を図るための支援事業に要

する経費の相互流用

� 省略

（財産の管理）

第１１条 市町又は農業委員会ネットワーク機構は、交付金等交付事

業により取得し、又は効用の増加した財産を、 補助金

の交付の目的に従つて適正に管理しなければならない。

２ 市町又は農業委員会ネットワーク機構は、前項の財産のうちそ

の取得価格又は効用の増加価格の単価が５０万円を超える機械及び

器具を、知事の承認を受けないで、 補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。ただし、市町又は農業委員会ネットワーク機構が

補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合又は

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に規定する耐用年数に相当する期間（同令に規定のない財産

については、知事が定める期間）を経過した場合は、この限りで

ない。

様式第１号の�（第３条関係）

省略

年度農業委員会交付金等交付申請書

年度において農業委員会に関する事業を実施したいので、

農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３

号）第３条の規定に基づき、交付金等 円を交付されたく

事業計画書及び収支予算書を添え申請する。

様式第２号の�（第３条関係）

事 業 計 画 書

１～５ 省略

６ 農地法（昭和２７年法律第２２９号） に基づく事務の適正実施

のための支援事業

省略

７・８ 省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」

という。）の人数、新制度移行時期並びに３月までの月数

農業委員及び推進委員の人数 農業委員及び推進委員の人数 新制度移

行時期

新制度移行から

３月までの月数農業委員 推進委員 農業委員 推進委員

人 人 人 人 人 人 年 月 月

� 農地利用の最適化に向けた活動

活動区分ごとの活動日数

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動

活動区分 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分 うち前期分

１ 実 質 化 さ れ た

人 ・ 農 地 プ ラ ン

に 係 る 活 動

人日 人日 人日 人日

イ 遊休農地の発生防止・解消活動

時 期 活動日数 活動内容
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２ 担 い 手 へ の 農

地 集 積 ・ 集 約 化

の 推 進 活 動

人日 人日 うち前期分

人日 人日

ウ 農地中間管理機構との連携活動

３ 遊 休 農 地 の 発

生 防 止 ・ 解 消 活

動

人日 人日
時 期 活動日数 活動内容

うち前期分

人日 人日

１から３までの合計 人日 人日 エ 新規参入の促進活動

うち１及

び２の占

める割合

％ ％
時 期 活動日数 活動内容

うち前期分

人日 人日

オ その他

時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

人日 人日

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 省略

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積・集約化面積（

年１月１日から同年１２月末日 まで）

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 省略

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積面積 （

年１月１日から 年１２月末日まで）

農業委員会の活動による農地集積・集約化面積 農業委員会の活動による農地集積面積

うち前期分 うち前期分

合 計 � � � �

うち集約化され

た農地の面積

� �

うち中山間地・

樹園地の面積

� �

注 省略

ウ 農地集積予定面積

注 省略

合計
うち前期分

� �

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位

まで記載すること。

エ 省略

３ 経費の内訳

ウ 省略

３ 経費の内訳

項 目
総事

業費

経費

内訳
項 目

総事

業費

経費

内訳

活動実績に

応じた交付

金額

成果実績に

応じた交付

金額

活動実績に

応じた交付

金額

成果実績に

応じた交付

金額

うち前

期分

うち前

期分

うち前

期分

うち前

期分

１ 実質化された

人・農地プラン

に係る活動

円 円

１ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

円 円
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２ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

２ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

３ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

３ 農地中間管理

機構との連携活

動

４ 新規参入の促

進活動

５ その他

省略 省略

注 省略

別紙２ 農地法等に基づく事務の適正実施のための支援事業

１～７ 省略

８ 所有者不明の農地の権利関係調査等

注 省略

別紙２ 農地法 に基づく事務の適正実施のための支援事業

１～７ 省略

件数 面積

農地法第３２条による調査 件 �

農業経営基盤強化促進法

（昭和５５年法律第６５号）第

２１条の２による調査

件 �

その他の調査 件 �

９ 省略

１０ 省略

１１ 農地等の台帳の整備

�・� 省略

� 住民基本台帳・固定資産課税台帳との照合作業に要する経

費

８ 省略

９ 省略

１０ 農地等の台帳の整備

�・� 省略

実施時期 内 容

� 省略

� 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 農地所有者等の意向確認調査

� 省略

� 省略

１１ 省略

１２ 省略

実施時期 調査項目 調査対象者見込み数

人

１５ 経費の内訳 １３ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち交付金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

１ 省略 １ 省略

２ 農地の利用状況等

の調査

２ 農地の利用状況等

の調査

�・� 省略 �・� 省略

� 所有者不明の

農地の権利関係

調査等

� 所有者不明の

農地の権利調査

３ 省略 ３ 省略

４ 農地等の台帳の整

備

４ 農地等の台帳の整

備

� 省略 � 省略

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号

１１４



� 属性データの入

力経費

� 属性データの入

力経費

� 住民基本台帳・

固定資産課税台

帳との照合作業

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

５ 省略 ５ 省略

６ 農地所有者等の意

向確認調査

合 計

合 計

注 「経費内訳」の欄は、事業計画に記載した活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が交付金

額と一致するように記載すること。

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１～３ 省略

４ 経費の内訳

注 「経費内訳」の欄は、 活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が補助金

額と一致するように記載すること。

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１～３ 省略

４ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち交付金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

省略 省略

注 「経費内訳」の欄は、事業計画に記載した活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が交付金

額と一致するように記載すること。

様式第２号の�（第３条関係）

省略

別紙 広域的な農地利用調整活動等への支援事業

１ 農業委員会等に対する支援

�～� 省略

� 農地情報公開システムに関する調査及び指導・助言

注 「経費内訳」の欄は、 活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が補助金

額と一致するように記載すること。

様式第２号の�（第３条関係）

省略

別紙 広域的な農地利用調整活動等への支援事業

１ 農業委員会等に対する支援

�～� 省略

実施時期 対象農業委員会名 活動内容

２～４ 省略

５ 経費の内訳

２～４ 省略

５ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち交付金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

省略 省略

注 「経費内訳」の欄は、事業計画に記載した活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が交付金

額と一致するように記載すること。

様式第３号の�（第３条、第１２条関係）

収 支 予 算 書

� 収入の部

注 「経費内訳」の欄は、 活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が補助金

額と一致するように記載すること。

様式第３号の�（第３条、第１２条関係）

収 支 予 算 書

� 収入の部

区 分 本年度予算額 備 考 区 分 本年度予算額 備 考

県 費 交 付 金

省略

省略

県 費 交 付 金 等

省略

省略

� 支出の部 � 支出の部

区 分
本年度

予算額

左のうち県費交

付金交付額
備考 区 分

本年度

予算額

左のうち県費交

付金等交付額
備考
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１～４ 省略

５ 業務費

� 農地法（昭和２７年法律

第２２９号）等に基づく事

務の適正実施のための支

援事業費

� 省略

省略

省略

１～４ 省略

５ 業務費

� 農地法（昭和２７年法律

第２２９号） に基づく事

務の適正実施のための支

援事業費

� 省略

省略

省略

様式第４号の�（第４条関係）

Ｉ （一般的な場合）

様式第４号の�（第４条関係）

Ｉ （一般的な場合）

年度農業委員会交付金交付事業変更承認申請書

省略

年 月 日付け 第 号で交付金 の交付

の決定通知があつたこの事業の実施について、別紙理由書に

記載した理由により事業内容及び収支予算を下記のとおり変

更したいので、承認されたく申請する。

省略

年度農業委員会交付金等交付事業変更承認申請書

省略

年 月 日付け 第 号で交付金等の交付

の決定通知があつたこの事業の実施について、別紙理由書に

記載した理由により事業内容及び収支予算を下記のとおり変

更したいので、承認されたく申請する。

省略

注 交付金 の交付の決定に係る事業計画の内容と、変更後の

事業計画の内容とが容易に比較対照できるよう作成するもの

とし、収支予算は、変更前を赤、変更後を黒の二段書きとす

ること。

様式第５号の�（第４条関係）

Ⅱ （交付金の追加交付を伴う場合）

省略

年度農業委員会交付金変更及び追加交付申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあ

つた 年度農業委員会交付金については、農業委員会に要す

る経費に対し、下記のとおり変更したいので、農業委員会交付

金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第４条の規

定に基づき、交付金 円を追加交付されたく申請する。

省略

１～４ 省略

５ 収支予算

� 収入の部

注 交付金等の交付の決定に係る事業計画の内容と、変更後の

事業計画の内容とが容易に比較対照できるよう作成するもの

とし、収支予算は、変更前を赤、変更後を黒の二段書きとす

ること。

様式第５号の�（第４条関係）

Ⅱ （補助金の追加交付を伴う場合）

省略

年度農業委員会補助金変更及び追加交付申請書

年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあ

つた 年度農業委員会補助金については、農業委員会に要す

る経費に対し、下記のとおり変更したいので、農業委員会交付

金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第４条の規

定に基づき、補助金 円を追加交付されたく申請する。

省略

１～４ 省略

５ 収支予算

� 収入の部

区 分 当初申請予算額 今回申請予算額 計 備考 区 分 当初申請予算額 今回申請予算額 計 備考

県費交付金

省略

省略

県費補助金

省略

省略

� 支出の部 � 支出の部

区分

予 算 額 左のうち県費交付金額

備考 区分

予 算 額 左のうち県費補助金額

備考当 初 申

請 額

今 回 申

請 額

計 当 初 申

請 額

今 回 申

請 額

計 当 初 申

請 額

今 回 申

請 額

計 当 初 申

請 額

今 回 申

請 額

計

省略 省略

注 省略

様式第６号の�（第７条関係）

注 省略

様式第６号の�（第７条関係）

年度農業委員会交付金交付事業遂行状況報告書

省略

年 月 日付け 第 号で交付決定のあつ

年度農業委員会交付金等交付事業遂行状況報告書

省略

年 月 日付け 第 号で交付決定のあつ
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た農業委員会交付金交付事業 の遂行状況を農業委員会交付

金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第７条第

１項の規定に基づき、次のとおり報告する。

た農業委員会交付金等交付事業の遂行状況を農業委員会交付

金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）第７条第

１項の規定に基づき、次のとおり報告する。

省略 省略

注 省略

様式第８号の�（第８条関係）

事 業 実 績 書

１～４ 省略

５ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務に要

する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

別紙１から別紙３までのとおり。

６ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）等に基づく事務の適正実施

のための支援事業

別紙４のとおり。

７ 農地の有効活用を図るための支援事業

別紙５のとおり。

８ 経費関係

注 省略

様式第８号の�（第８条関係）

事 業 実 績 書

１～４ 省略

５ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務に要

する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

別紙１ のとおり。

６ 農地法（昭和２７年法律第２２９号） に基づく事務の適正実施

のための支援事業

別紙２のとおり。

７ 農地の有効活用を図るための支援事業

別紙３のとおり。

８ 経費関係

省略 省略

農地法等に基づく事務の

適正実施のための支援事

業費

省略 農地法 に基づく事務の

適正実施のための支援事

業費

省略

県費交付金交付額
省略

県費補助金交付額
省略

業務費
農地の有効利用を図るた

めの支援事業費

省略
業務費

農地の有効利用を図るた

めの支援事業費

省略

県費交付金交付額 省略 県費補助金交付額 省略

省略 省略

合 計 県費交付金交付額

�ホ

省略 合 計 県費補助金交付額

�ホ

省略

計
省略

計
省略

県費交付金交付額 �＋�ロ＋�ハ＋�ニ＋�ホ 省略 県費交付金等交付額 �＋�ロ＋�ハ＋�ニ＋�ホ 省略

９ 省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」

という。）の人数

９ 省略

別紙１ 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務

に要する経費（農地利用最適化交付金）に係る事業

１ 活動実績に応じた交付金関係

� 農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」

という。）の人数、新制度移行時期並びに３月までの月数

農業委員及び推進委員の人数 農業委員及び推進委員の人数 新制度移

行時期

新制度移行から

３月までの月数農業委員 推進委員 農業委員 推進委員

人 人 人 人 人 人 年 月 月

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 活動区分ごとの活動日数

� 農地利用の最適化に向けた活動

ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動

活動区分 活動日数 活動内容 時 期 活動日数 活動内容
うち前期分 うち前期分

１ 実 質 化 さ れ た

人・農地プランに

係る活動

人日 人日 人日 人日

イ 遊休農地の発生防止・解消活動

時 期 活動日数 活動内容
２ 担い手への農地

集積・集約化の推

進活動

人日 人日 うち前期分

人日 人日

ウ 農地中間管理機構との連携活動
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３ 遊休農地の発生

防止・解消活動

人日 人日
時 期 活動日数 活動内容

うち前期分

１から３までの合計 人日 人日 人日 人日

うち１及

び２の占

める割合

％ ％ エ 新規参入の促進活動

時 期 活動日数 活動内容
うち前期分

イ 事業計画に対する達成割合 人日 人日

アの表の活動区分１から３までの

活動日数の合計�

人日 オ その他

時 期 活動日数 活動内容
事業計画におけるアの表の活動区

分１から３までの活動日数の合計

�

人日 うち前期分

人日 人日

事業計画に対する達成割合

�＝�÷�

％

ウ イの�が６０パーセント未満であつた場合、その理由及び

次年度に向けた改善方針

６０パーセント未満であつた

理由

事業計画の達成に向けた次

年度の改善方針

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 省略

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積・集約化面積（

年１月１日から同年１２月末日 まで）

２ 成果実績に応じた交付金関係

� 省略

� 年度（事業実施年度）における農地利用の最適化の

状況

ア 省略

イ 農業委員会の活動による農地集積面積 （

年１月１日から 年１２月末日まで）

農業委員会の活動による農地集積・集約化面積 農業委員会の活動による農地集積面積

うち前期分 うち前期分

合 計 � � � �

うち集約化され

た農地の面積

� �

うち中山間地・

樹園地の面積

� �

注 省略

ウ 農地集積予定面積

注 省略

合計
うち前期分

� �

注 小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位

まで記載すること。

エ 省略

３ 経費の内訳

ウ 省略

３ 経費の内訳

項 目
総事

業費

経費

内訳
項 目

総事

業費

経費

内訳

活動実績に

応じた交付

金額

成果実績に

応じた交付

金額

活動実績に

応じた交付

金額

成果実績に

応じた交付

金額

うち前

期分

うち前

期分

うち前

期分

うち前

期分

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号

１１８



１ 実質化された

人・農地プラン

に係る活動

円 円

１ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

円 円

２ 担い手への農

地集積・集約化

の推進活動

２ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

３ 遊休農地の発

生防止・解消活

動

３ 農地中間管理

機構との連携活

動

４ 新規参入の促

進活動

５ その他

省略 省略

注 省略

別紙２ 活動実績に係る実質化された人・農地プランの作成状況

１ 実質化された人・農地プランの作成状況（ 年４月１日

から同年１２月末日まで）

注 省略

実質化された人・農

地プランを作成した

地域

作成年月日 実質化された人・農

地プランに係る活動

を行つた農業委員又

は推進委員の氏名

注 「実質化された人・農地プランを作成した地域」の欄

は、市町名、集落名及び地区名を記載すること。

２ 人・農地プランの実質化に向けた工程表の作成状況（

年４月１日から同年１２月末日まで）

人・農地プランの実

質化に向けた工程表

を作成した地域

作成年月日 人・農地プランの実

質化に向けた工程表

を作成した農業委員

又は推進委員の氏名

注 「人・農地プランの実質化に向けた工程表を作成した地

域」の欄は、市町名、集落名及び地区名を記載すること。

別紙３ 担い手への農地集積・集約化に係る成果実績

１ 農業委員会の活動による農地集積・集約化面積（ 年１

月１日から同年１２月末日まで）

月
農業委員会の活動による

農地集積・集約化面積

農業委員及び推

進委員の氏名
備 考

１ �

２ �

３ �

４ �
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５ �

６ �

７ �

８ �

９ �

１０ �

１１ �

１２ �

合計 �

注 「農業委員会の活動による農地集積・集約化面積」の欄

は、農業委員会の活動による成果であることを示す資料を

整理の上、農業委員会の活動によつて担い手へ利用集積さ

れた農地面積を記載すること。

２ 農地集積予定面積（ 年１月１日から同年１２月末日ま

で）

実質化された人・農地プランを作成

した地域
農地集積予定面積

�

�

合 計 �

注 「実質化された人・農地プランを作成した地域」の欄

は、市町名、集落名及び地区名を記載すること。

別紙４ 農地法等に基づく事務の適正実施のための支援事業

１～１０ 省略

１１ 所有者不明の農地の権利関係調査等

別紙２ 農地法 に基づく事務の適正実施のための支援事業

１～１０ 省略

１１ 所有者不明の農地の権利調査

件数 面積 件数 面積

農地法第３２条による調査 件 � 所有者不明の農地（調査前） 件 �

農業経営基盤強化促進法

（昭和５５年法律第６５号）第

２１条の２による調査

件 � うち利用意向調査に係るもの 件 �

その他の調査 件 � 所有者が判明した農地（調査後） 件 �

うち利用意向調査に係るもの 件 �

注 司法書士、行政書士等への委託に要した経費の証拠書類

等の写しを添付すること。

１２・１３ 省略

１４ 農地等の台帳の整備

�・� 省略

� 住民基本台帳・固定資産課税台帳との照合作業に要する経

費

注 行政書士 への委託に要した経費の証拠書類

等の写しを添付すること。

１２・１３ 省略

１４ 農地等の台帳の整備

�・� 省略

実施時期 内 容

� 省略

� 省略

１５・１６ 省略

１７ 農地所有者等の意向確認調査

� 省略

� 省略

１５・１６ 省略

実施時期 調査項目 調査対象者数

人
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注 「調査対象者数」の欄は、調査に対する回答を得た農地

所有者等の人数を記載すること。

１８ 経費の内訳 １７ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち交付金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

１ 省略 １ 省略

２ 農地の利用状況等

の調査

２ 農地の利用状況等

の調査

�・� 省略 �・� 省略

� 所有者不明の

農地の権利関係

調査等

� 所有者不明の

農地の権利調査

３ 省略 ３ 省略

４ 農地等の台帳の整

備

４ 農地等の台帳の整

備

� 省略 � 省略

� 属性データの入

力経費

� 属性データの入

力経費

� 住民基本台帳・

固定資産課税台

帳との照合作業

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

５ 省略 ５ 省略

６ 農地所有者等の意

向確認調査

合 計

合 計

注 「経費内訳」の欄は、事業計画に記載した活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が交付金

額と一致するように記載すること。

別紙５ 農地の有効利用を図るための支援事業

１～３ 省略

４ 経費の内訳

注 「経費内訳」の欄は、 活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が補助金

額と一致するように記載すること。

別紙３ 農地の有効利用を図るための支援事業

１～３ 省略

４ 経費の内訳

項 目 総事業費 うち交付金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

省略 省略

注 「経費内訳」の欄は、事業計画に記載した活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が交付金

額と一致するように記載すること。

様式第８号の�（第８条関係）

省略

別紙 広域的な農地利用調整活動等への支援事業

１ 農業委員会等に対する支援

�～� 省略

� 農地情報公開システムに関する調査及び指導・助言

注 「経費内訳」の欄は、 活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が補助金

額と一致するように記載すること。

様式第８号の�（第８条関係）

省略

別紙 広域的な農地利用調整活動等への支援事業

１ 農業委員会等に対する支援

�～� 省略

実施時期 対象農業委員会名 活動内容

２～４ 省略

５ 経費の内訳

２～４ 省略

５ 経費の内訳
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�愛媛県告示第１７６号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年５月愛媛県

告示第１８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

項 目 総事業費 うち交付金額 経費内訳 項 目 総事業費 うち補助金額 経費内訳

省略 省略

注 「経費内訳」の欄は、事業計画に記載した活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が交付金

額と一致するように記載すること。

様式第９号の�（第８条、第１２条関係）

収 支 精 算 書

� 収入の部

注 「経費内訳」の欄は、 活動に係る経

費を「単価×数量」の形式で記載し、その合計額が補助金

額と一致するように記載すること。

様式第９号の�（第８条、第１２条関係）

収 支 精 算 書

� 収入の部

区 分 本年度精算額 本年度予算額 備考 区 分 本年度精算額 本年度予算額 備考

県費交付金 省略 県費交付金等 省略

省略 省略

� 支出の部 � 支出の部

区 分
本年度

精算額

本年度

予算額
備考 区 分

本年度

精算額

本年度

予算額
備考

１～４ 省略 １～４ 省略

５ 業務費 ５ 業務費

� 農地法（昭和２７年法律第２２９

号）等に基づく事務の適正実施の

ための支援事業費

� 農地法（昭和２７年法律第２２９

号） に基づく事務の適正実施の

ための支援事業費

� 省略 � 省略

省略 省略

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６３０番地
宮柱神社

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１０
３１番地
鶴 井 金次郎

森林所有者・抵
当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
１７１１番地
正 岡 静 夫

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村大字日野浦乙
２７７２番地
市 川 喜�雄

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡中津村大字�主２８２８
番地１
中 平 栄

抵当権

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６５３番地
正 岡 熊四郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦１８
２番戸
中 村 政 藏

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６５１番地３１
土 居 と免よ

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村日野浦５５２４番
地
河 崎 政 實

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６１１番地
山 村 初太郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村大字日野浦甲
５２０番地１
秋 山 慶 藏

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２５９８番地
鶴 崎 政 吉

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村大字日野浦甲
２５９８番地
鶴 崎 馨

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２８７３番地
鶴 岡 和 吉

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字上黒岩２
番耕地４１９２番地
藤 田 豊 藏

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

八幡浜市大字八代３９番地４

中 野 豊 充
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市末広町二丁目６１番戸

愛媛無盡株式会社
根抵当権

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市湊町三丁目５番地

和 泉 良 子
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市湊町三丁目５番地１

日 野 二 郎
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市中村町四丁目１１番４０号

村 中 政 一
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市南江戸五丁目５番３９号

市 川 雅 範
森林所有者
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７７号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡鬼北町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１７８号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県造林事業補助金交付規程の規定は、令和元年度分の補助金（平成３０年度以前の年度分の補助金で令和元年度以降に繰越し

となったものを除く。）から適用し、平成３０年度以前の年度分の補助金（令和元年度以降の年度分の補助金で平成３０年度以前から繰越しと

なったものを含む。）については、なお従前の例による。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村日野浦５２５７番
地
高 橋 博 則

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村日野浦５１７４番
地
坂 本 勝 憲

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川４９
３番地
清 水 マスヨ

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６５３番地
� 崎 浅五郎

抵当権

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦１８
５番戸
中 岡 新五郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市和気町一丁目８７番地

正 岡 道 子
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町西谷１９７０

安 宅 幸 廣
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市朝日ヶ丘二丁目３番３２
号
吉 見 省 三

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市六軒家町１１番地

鶴 崎 好 則
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町上畑野川
甲１９００番地１
藤 田 悦 子

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

三重県度会郡玉城町佐田４１１
番地２
正 岡 哲 治

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市天山一丁目２番４６号

櫻 木 信 之
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市松前町三丁目４番地１０

高 山 徹
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

香川県高松市多賀町二丁目１６
番８－４０１号
竹 内 悦 夫

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

東京都千代田区大手町一丁目
５番地６
農林漁業金融公庫（取扱店
農林中央金庫松山支店）

抵当権

改 正 後 改 正 前

（補助対象事業の種類）

第２条 補助対象となる造林事業は、次のとおりとする。

� 省略

� 特定森林再生事業

ア 森林緊急造成

イ・ウ 省略

�・� 省略

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

（補助対象事業の種類）

第２条 補助対象となる造林事業は、次のとおりとする。

� 省略

� 環境林整備事業

ア 公的森林整備

イ・ウ 省略

�・� 省略

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事
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業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 省略

� 特定森林再生事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第２のとおりとする。

ア 森林緊急造成 自然条件等の理由により更新が困難な森林

において、事業主体（次条に規定する事業主体を

いう。以下この号において同じ。）が協定（市町にあつては

森林所有者（森林法第２条第２項に規定する森林所有者をい

う。以下同じ。）と、次条第２号イからオまでに掲げる事業

主体にあつては地方公共団体及び森林所有者との間で締結す

る協定であつて、施業後おおむね１０年間は皆伐を行わない旨

を定めるものに限る。以下この号において同じ。）に基づい

て行う人工造林等の 森林施業

イ・ウ 省略

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 省略

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法施行

令（昭和２６年政令第２７６号）第１１条第７号に掲げる者を

いう。以下同じ。）が森林所有者から受託して森林経営

計画を作成し、又は特定非営利活動法人等が森林所有者

等（森林法第１０条の７に規定する森林所有者等をいう。

以下同じ。）と同法第１０条の１１第２項 に規定する施

業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管理及び

整備

ｃ 省略

� 省略

� 省略

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの

ア～ク 省略

ケ 民間事業者（森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第３６

条第２項の規定により県が公表した民間事業者をいう。以下

同じ。）

コ 要間伐森林（森林経営管理法附則第４条の規定による改正

前の森林法（以下「旧森林法」という。）第１０条の１０第２項

に規定する要間伐森林をいう。以下同じ。）に係る森林経営

管理法附則第５条の規定によりなおその効力を有するものと

される旧森林法（以下「なお効力を有する旧森林法」とい

う。）第１０条の１１の２第１項第２号の契約の締結に関しなお

効力を有する旧森林法第１０条の１１の４第１項（なお効力を有

する旧森林法第１０条の１１の６第２項において読み替えて準用

する場合を含む。）の知事の裁定を受けた者（以下「施業代

行者」という。）

� 特定森林再生事業の森林緊急造成にあつては、次に掲げる者

（市町にあつては森林所有者と協定を締結した者、森林経営管

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 省略

� 環境林整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第２のとおりとする。

ア 公的森林整備 自助努力等によつては適切な整備が期待で

きない森林において、事業主体（次条に規定する事業主体を

いう。以下この項において同じ。）が協定（市町にあつては

森林所有者（森林法第２条第２項に規定する森林所有者をい

う。以下同じ。）と、次条第２号イからエまでに掲げる事業

主体にあつては地方公共団体及び森林所有者との間で締結す

る協定であつて、施業後おおむね１０年間は皆伐を行わない旨

を定めるものに限る。以下この号において同じ。）に基づい

て行う広葉樹林化又は針広混交林化に向けた森林施業

イ・ウ 省略

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 省略

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法施行

令（昭和２６年政令第２７６号）第１１条第７号に掲げる者を

いう。以下同じ。）が森林所有者から受託して森林経営

計画を作成し、又は特定非営利活動法人等が森林所有者

等（森林法第１０条の７に規定する森林所有者等をいう。

以下同じ。）と同法第１０条の１１の９第２項に規定する施

業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管理及び

整備

ｃ 省略

� 省略

� 省略

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの

ア～ク 省略

ケ 要間伐森林（森林法

第１０条の１０第２項

に規定する要間伐森林をいう。以下同じ。）に係る同法

第１０条の１１の２第１項第２号の契約の締結に関し同法

第１０条の１１の４第１項（同法

第１０条の１１の６第２項において読み替えて準用

する場合を含む。）の知事の裁定を受けた者（以下「施業代

行者」という。）

� 環境林整備事業の公的森林整備 にあつては、次に掲げる者

（市町にあつては森林所有者と協定を締結した者
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１２４



理法第４条の規定により市町が経営管理権の設定を受けた森林

で施業を行う者又は寄付若しくは分収林契約（分収林特別措置

法（昭和３３年法律第５７号）第２条第３項に規定する分収林契約

をいう。）の解除により公有化した森林で施業を行う者、市町

以外の事業主体にあつてはその所有する森林以外の森林で地方

公共団体及び森林所有者と協定を締結して施業を行う者に限

る。）

ア～エ 省略

オ 民間事業者

� 特定森林再生事業の被害森林整備にあつては、次に掲げる者

ア 市町（その所有する森林で事業を実施する者、森林所有者

と協定を締結した者又は森林経営管理法第４条の規定によ

り経営管理権の設定を受けて事業を実施する者に限る。）

イ 省略

ウ 次に掲げる者であつて、地方公共団体及び森林所有者と協

定を締結したもの（その所有する森林で事業を実施する者を

除く。）

�～� 省略

� 民間事業者

� 特定森林再生事業の保全松林緊急保護整備にあつては、次に

掲げるもの

ア～カ 省略

キ 民間事業者

�～� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合（要間伐森林において施業

代行者が実施する場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

�・� 省略

� 森林経営管理法第３５条第１項に規定する経営管理実施権

配分計画（以下「実施権配分計画」という。）に基づいて

行う場合 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、か

つ、実施権配分計画ごとに、�中「森林経営計画」とある

のを「実施権配分計画」と読み替えた場合における�ａ又

はｂのいずれかに掲げる規模に該当すること。

イ・ウ 省略

� 特定森林再生事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上

（水田跡地の人工造林にあつては、１施行地の面積が０．０５ヘク

タール以上）であるもの

�・� 省略

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

�・� 省略

� 第２条第１号の事業のうち実施権配分計画に基づいて行うも

のについて、森林経営管理法第４０条の規定により当該実施権配

又は寄付若しくは分収林契約（分収林特別措置

法（昭和３３年法律第５７号）第２条第３項に規定する分収林契約

をいう。）の解除により公有化した森林で施業を行う者、市町

以外の事業主体にあつてはその所有する森林以外の森林で地方

公共団体及び森林所有者と協定を締結して施業を行う者に限

る。）

ア～エ 省略

� 環境林整備事業 の被害森林整備にあつては、次に掲げる者

ア 市町（その所有する森林で事業を実施する者又は森林所有

者と協定を締結した者

に限る。）

イ 省略

ウ 次に掲げる者であつて、地方公共団体及び森林所有者と協

定を締結したもの（その所有する森林で事業を実施する者を

除く。）

�～� 省略

� 環境林整備事業 の保全松林緊急保護整備にあつては、次に

掲げるもの

ア～カ 省略

�～� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合（要間伐森林において施業

代行者が実施する場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

�・� 省略

イ・ウ 省略

� 環境林整備事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上

（水田跡地の人工造林にあつては、１施行地の面積が０．０５ヘク

タール以上）であるもの

�・� 省略

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

�・� 省略
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分計画が取り消されたとき 当該取消しとなつた実施権配分計

画に基づき、当該取消しとなつた日から起算して過去５年以内

に実施された当該事業に係る補助金相当額（知事が特に必要と

認める場合にあつては、知事が指定する金額）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５・６ 省略

別表第２（第３条、別表第４関係）

特定森林再生事業

１ 森林緊急造成

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５・６ 省略

別表第２（第３条、別表第４関係）

環境林整備事業

１ 公的森林整備

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～５ 省略 １～５ 省略

６ 枝打ち 別表第１ ６に同じ。 同上

６ 省略 ７ 省略

８ 保育間伐 別表第１ ８に同じ。 同上

９ 間伐 適正な密度管理を目的として

ⅩⅡ齢級以下の林分又は地域

の標準的な施業における本数

密度をおおむね５割上回る森

林若しくは立木の収量比数が

おおむね１００分の９５以上の森

林において行う不用木（侵入

竹を含む。）の除去及び不良
とう

木の淘汰に要する経費

同上

１０ 更新伐 育成複層林の造成及び育成若

しくは人工林の広葉樹林化の

促進又は天然林の質的かつ構

造的な改善のための適正な更

新を目的としてⅩⅧ齢級以下

（長期育成循環施業の一環と

して実施する場合にあつて

は、Ⅹ齢級以上）の林分にお

いて行う不用木（侵入竹を含
とう

む。）の除去、不良木の淘汰

及び支障木、あばれ木等の伐

倒並びにこれらの巻枯らしに

要する経費

同上

７ 省略 １１ 省略

８ 省略 １２ 省略

備考

１ 省略

２ 附帯施設等整備（鳥獣害防止施設等整備のうち施設改

良を除く。）は、１から６までのいずれかの施業と一体

的に実施するものに限る。

３ 荒廃竹林整備は、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事

業量が１から６までの施業に係る事業量を超えないもの

に限る。

備考

１ 省略

２ 附帯施設等整備（鳥獣害防止施設等整備のうち施設改

良を除く。）は、１から１０までのいずれかの施業と一体

的に実施するものに限る。

３ 荒廃竹林整備は、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事

業量が１から１０までの施業に係る事業量を超えないもの

に限る。
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４ 森林作業道整備は、１から６までのいずれかの施業と

一体的に実施するものに限る。

５ 省略

４ 森林作業道整備は、１から１０までのいずれかの施業と

一体的に実施するものに限る。

５ 省略

２ 被害森林整備 ２ 被害森林整備

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～８ 省略 １～８ 省略

９ 更新伐 育成複層林の造成及び育成若

しくは人工林の広葉樹林化の

促進又は天然林の質的かつ構

造的な改善のための適正な更

新を目的としてⅩⅧ齢級以下

の林分（長期育成循環施業の

一環として実施する場合にあ

つては、Ⅹ齢級以上の林分）

において行う不用木（侵入竹

を含む。）の除去、不良木の
とう

淘汰及び支障木、あばれ木等

の伐倒並びにこれらの巻枯ら

しに要する経費

省略 ９ 更新伐 １の表 １０に同じ。 省略

１０ 附

帯施

設等

整備

� 省略 １０ 附

帯施

設等

整備

� 省略

� 林内作業

場及び林内

かん水施設

整備

別表第１ １１�に同じ。 同上

� 林床保全

整備

別表第１ １１�に同じ。 同上

� 省略 � 省略

１１ 省略 １１ 省略

備考 省略 備考 省略

３ 保全松林緊急保護整備

� 省略

� 松林保護樹林帯造成

３ 保全松林緊急保護整備

� 省略

� 松林保護樹林帯造成

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 更新伐 ２の表 ９に同じ。 省略 ８ 更新伐 １の表 １０に同じ。 省略

９・１０ 省略 ９・１０ 省略

備考 省略 備考 省略

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 省略

� 耕作放棄地等森林造成

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 省略

� 耕作放棄地等森林造成

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～８ 省略 １～８ 省略

９ 間伐 適正な密度管理を目的として

ⅩⅡ齢級以下の林分又は地域

の標準的な施業における本数

密度をおおむね５割上回る森

林若しくは立木の収量比数が

省略 ９ 間伐 別表第２ １の表９に同じ。 省略

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号
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�愛媛県告示第１８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

伊予郡砥部町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年６月１４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�愛媛県告示第１７９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

おおむね１００分の９５以上の森

林において行う不用木（侵入

竹を含む。）の除去及び不良
とう

木の淘汰に要する経費

１０ 更新伐 別表第２ ２の表９に同じ。 省略 １０ 更新伐 別表第２ １の表１０に同じ。 省略

１１・１２ 省略 １１・１２ 省略

備考 省略 備考 省略

� 省略 � 省略

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

四第
２号

四国中央市三島宮川四丁目８番
５７号

四国中央建設業協同組合 売りさばき人名称
四国中央建設業協同組合

売りさばき人名称
宇摩建設業協同組合

令和元年
５月２０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 岡 重 樹 伊予郡砥部町大南１９４９番地

〃 二ノ宮 五 月 伊予郡砥部町大南１５４０番地

〃 長 岡 孝 充 伊予郡砥部町大南８０２番地

〃 中 村 茂 � 伊予郡砥部町岩谷口４０８番地

〃 中 塚 卓 二 伊予郡砥部町岩谷２８番地

〃 松 村 英 夫 伊予郡砥部町川登２９３番地

〃 佐 野 惠 美 伊予郡砥部町万年４８１番地１

〃 青 木 廣 行 伊予郡砥部町外山８８番地

〃 石 司 正 勝 伊予郡砥部町外山４００番地

〃 仲 田 恵 介 伊予郡砥部町五本松４２３番地１

〃 石 田 愼 一 伊予郡砥部町北川毛９３０番地

〃 東 洋 二 伊予郡砥部町七折２２０番地

〃 松 村 � 二 伊予郡砥部町川井１５６０番地

〃 大 内 廣 志 伊予郡砥部町千足１０４番地１

〃 正 岡 英 司 伊予郡砥部町宮内３６７番地

〃 宮 内 正 彦 伊予郡砥部町上原町８番地

〃 相 原 伸 啓 伊予郡砥部町高尾田４４７番地

〃 柳 田 清 勝 伊予郡砥部町麻生１１８番地

〃 土 居 英 昭 伊予郡砥部町三角１８１番地

〃 二 宮 敬 介 伊予郡砥部町拾町１９０番地

〃 相 原 彰 志 伊予郡砥部町八倉２９３番地

〃 金 子 武 伊予郡砥部町岩谷３７番地

監 事 樋 口 泰 幸 伊予郡砥部町川井１５５３番地

〃 小 西 眞佐夫 伊予郡砥部町大南３７７番地

〃 矢 野 勝 利 伊予郡砥部町重光４２６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 岡 重 樹 伊予郡砥部町大南１９４９番地

〃 二ノ宮 五 月 伊予郡砥部町大南１５４０番地

〃 田 中 義 冨 伊予郡砥部町大南８２５番地

〃 中 村 茂 � 伊予郡砥部町岩谷口４０８番地

〃 金 子 武 伊予郡砥部町岩谷３７番地

〃 松 村 英 夫 伊予郡砥部町川登２９３番地

〃 門 田 尚 士 伊予郡砥部町万年５７５番地

〃 青 木 廣 行 伊予郡砥部町外山８８番地

〃 前 田 義 夫 伊予郡砥部町外山８４番地

〃 前 田 � 造 伊予郡砥部町五本松１２３番地

〃 石 田 愼 一 伊予郡砥部町北川毛９３０番地

〃 福 岡 義 一 伊予郡砥部町大角蔵１４０番地

〃 樋 口 泰 幸 伊予郡砥部町川井１５５３番地

〃 大 内 廣 志 伊予郡砥部町千足１０４番地１

〃 正 岡 英 司 伊予郡砥部町宮内３６７番地

〃 宮 内 正 彦 伊予郡砥部町上原町８番地

〃 柳 田 勇 伊予郡砥部町高尾田８８１番地

〃 柳 田 清 勝 伊予郡砥部町麻生１１８番地

〃 土 居 武 英 伊予郡砥部町三角３６番地２

〃 矢 野 勝 利 伊予郡砥部町重光４２６番地

〃 相 原 彰 志 伊予郡砥部町八倉２９３番地

〃 三 原 義 收 伊予郡砥部町岩谷口３１８番地

監 事 小 西 浩 二 伊予郡砥部町大南４２８番地

〃 西 岡 昭 司 伊予郡砥部町川井１０６６番地

〃 二 宮 敬 介 伊予郡砥部町拾町１９０番地
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�愛媛県告示第１８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

北条市北条土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年６月１４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年６月１４日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�愛媛県告示第１８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和元年６月１４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地１

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 俵 原 正 文 松山市北条４９０番地

〃 伊 田 憲 弘 松山市北条４７９番地１

〃 森 田 浩 敏 松山市北条３６２番地８

〃 野 田 繁 松山市北条９２４番地

〃 伊 田 弘 和 松山市北条９３９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地１

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 俵 原 正 文 松山市北条４９０番地

〃 伊 田 稔 松山市北条９４０番地

〃 高 橋 次 雄 松山市北条５１６番地

〃 森 田 浩 敏 松山市北条３６２番地８

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 伊 田 憲 弘 松山市北条４７９番地１

監 事 越 智 眞之助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地１

監 事 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地１

〃 森 田 哲 夫 松山市北条１０６０番地４

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第１２号

令和元年６月６日
伊予郡松前町大字徳丸字灯明田２７６番３

松山市辻町８番２１号

白石グランドハイツ５０７号

弓 立 卓 司

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 信 孝 西予市宇和町信里８６８番地

〃 宇都宮 信 介 西予市宇和町瀬戸６９０番地

〃 河 野 健 一 西予市宇和町岡山１４２番地１

〃 和 家 伸 二 西予市宇和町伊延西６９９番地

〃 井 上 清 吉 西予市宇和町信里１１３９番地１

〃 三 浦 明 安 西予市宇和町田苗真土９４２番地

〃 水 野 徹 也 西予市宇和町清沢７８５番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 黒 田 貢 西予市宇和町大江７２４番地

〃 二 宮 一 朗 西予市宇和町小原３７５番地

〃 井 上 裕 也 西予市宇和町岩木２５８８番地

〃 二 宮 浩 西予市宇和町郷内１４６４番地

〃 二 宮 乗 重 西予市宇和町西山田８４５番地１

〃 三 好 鹿 次 西予市宇和町１６８０番地

〃 河 野 哲 西予市宇和町伊賀上９８３番地

〃 宇都宮 喜 � 西予市宇和町永長８４３番地

〃 門 脇 達 也 西予市宇和町神領８４３番地

〃 土 橋 儀 定 西予市宇和町�枝３９１番地

〃 河 野 潤 二 西予市宇和町野田２２７番地

〃 谷 口 芳 男 西予市宇和町上松葉５５６番地

〃 上 甲 俊 子 西予市宇和町稲生８８３番地

〃 萩 森 慎 一 西予市宇和町皆田７５３番地

〃 兵 頭 敏 則 西予市宇和町下川８５２番地

〃 兵 頭 修 西予市宇和町明間１７９９番地

〃 松 川 平 男 西予市宇和町明石１６４６番地

〃 垣 内 紀 幸 西予市宇和町常定寺４１６番地

〃 上 甲 正 志 西予市宇和町平野１０５番地１

〃 中 野 勝 西予市宇和町田野中２０８番地

監 事 田 中 勝 也 西予市宇和町杢所河内１１５０番地

〃 阿 部 功 西予市宇和町下松葉３２４番地

〃 渡 辺 邦 広 西予市宇和町新城７７７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 信 孝 西予市宇和町信里８６８番地

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

〃 田 中 義 一 西予市宇和町河内１１５０番地

〃 松 本 庄 一 西予市宇和町伊延東４５６番地２

〃 増 田 敬 介 西予市宇和町東多田５９番地

��������������
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�愛媛県告示第１８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

城川町魚成土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和元年６月１４日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

一本松土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年６月１４日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１８６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 石 本 省 司 西予市宇和町田苗真土１５６７番地

〃 水 野 徹 也 西予市宇和町清沢７８５番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 井 上 安 男 西予市宇和町加茂４３８番地２

〃 二 宮 一 朗 西予市宇和町小原３７５番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地第１

〃 二 宮 乗 重 西予市宇和町西山田８４５番地１

〃 三 好 鹿 次 西予市宇和町１６８０番地

〃 河 野 哲 西予市宇和町伊賀上９８３番地

〃 河 野 英 幸 西予市宇和町永長７４３番地

〃 楠 健 明 西予市宇和町小野田６７０番地

〃 二 宮 健 吉 西予市宇和町�枝甲１５３番地

〃 河 野 潤 二 西予市宇和町野田２２７番地

〃 阿 部 功 西予市宇和町下松葉３２４番地

〃 上 甲 俊 子 西予市宇和町稲生８８３番地

〃 萩 森 慎 一 西予市宇和町皆田７５３番地

〃 兵 頭 敏 則 西予市宇和町下川８５２番地

〃 兵 頭 修 西予市宇和町明間１７９９番地

〃 水 口 秀 昭 西予市宇和町明石１６４７番地

〃 松 本 健 彦 西予市宇和町新城９４６番地

〃 薬師寺 善 高 西予市宇和町平野１２８番地

〃 堀 内 喜�雄 西予市宇和町田野中３９２番地

監 事 岡 本 忠 夫 西予市宇和町杢所５２１番地

〃 谷 口 芳 男 西予市宇和町上松葉５５６番地

〃 兵 頭 竹 美 西予市宇和町明間２３５７番地

〃 岡 田 拡 幸 西予市城川町魚成３７０２－９番地

〃 白 石 敬 二 西予市城川町魚成１２６６番地

〃 白 石 雄 一 西予市城川町魚成１７２６番地

〃 河 原 武 徳 西予市城川町魚成１６４６番地

〃 田 中 正 男 西予市城川町魚成１５５８番地

〃 兵 頭 晋 西予市城川町魚成３３２２番地

〃 芝 和 也 西予市城川町魚成４２６２番地

〃 河 野 正 弘 西予市城川町魚成５０７３番地

〃 河 野 康 彦 西予市城川町魚成４９８３番地

〃 織 田 道 信 西予市城川町魚成３２０９番地

監 事 河 野 学 西予市城川町魚成４２１１番地

〃 矢 野 数 也 西予市城川町魚成１６１４番地

〃 河 野 宇 正 西予市城川町魚成８３７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 志 波 豊 西予市城川町魚成４５９４番地

〃 土居原 登 西予市城川町魚成１５３７番地

〃 土居原 清 一 西予市城川町魚成１４３６番地

〃 河 野 義 孝 西予市城川町魚成８４０番地

〃 山 内 雅 彦 西予市城川町魚成１８９８番地

〃 白 石 雄 一 西予市城川町魚成１７２６番地

〃 川 原 淳 西予市城川町魚成１７０４番地

〃 宇都宮 豊 西予市城川町魚成３９６２番地

〃 織 田 福 夫 西予市城川町魚成３３２２番地

〃 芝 和 也 西予市城川町魚成４２６２番地

〃 青 木 幸 雄 西予市城川町魚成４１３２番地

〃 河 野 康 彦 西予市城川町魚成４９８３番地

監 事 河 野 正 志 西予市城川町魚成３９２７番地

〃 河 野 正 弘 西予市城川町魚成５０７３番地

〃 赤 松 隼 人 西予市城川町魚成３１９６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 志 波 豊 西予市城川町魚成４５９４番地

〃 河 野 浩 邦 西予市城川町魚成３９７３番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－０１）第０１４２３８号 令和元年
５月６日 �慎栄建設 小野 良一 喜多郡内子町五百木１３７０ 令和元年

５月１０日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号

１３０



公 告

�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定

による令和元年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和元年９月５日（木）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

� 実地試験

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

３ 受験願書の提出期間

令和元年７月２２日（月）から８月５日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県警察電子文書管理システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県警察電子文書管理システム一式（ハードウェア一式、

ソフトウェア一式、業務アプリケーション一式、搬入・据付け・

配線・調整等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

令和元年７月２５日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和元年７月２５日（木）午後１時３０分

愛媛県警察本部２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 事前提出書類の受領期限

公告の日から令和元年７月２２日（月）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：Document

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号

１３１



Management System，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２５，July，２０１９

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ホストコンピュータ関連ソフトウェア等の借入れ

� 借入物品名及び数量

ホストコンピュータ関連ソフトウェア等一式（ハードウェア

一式、ソフトウェア一式、業務アプリケーション一式、搬入・

据付け・配線・調整等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

令和元年７月２５日（木）午後２時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和元年７月２５日（木）午後２時００分

愛媛県警察本部２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 事前提出書類の受領期限

公告の日から令和元年７月１８日（木）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Host

Computer Related Software and others，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２５，July，２０１９

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatachｏ，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

愛 媛 県 報令和元年６月１４日 第１２号
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第１号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。

令和元年６月１４日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則

（県立学校における授業料等減免規則の一部改正）

第１条 県立学校における授業料等減免規則（昭和３０年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注３及び様式第２号注２中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（学校教育法施行細則の一部改正）

第２条 学校教育法施行細則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２０号）の一部を次のように改正する。

様式第４号注１、様式第５号注１及び様式第６号注１中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県文化財保護条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県文化財保護条例施行規則（昭和３２年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

様式第２号注、様式第３号注、様式第４号注２、様式第５号注３、様式第６号注２、様式第７号注、様式第８号注、様式第１０号注２及

び様式第１１号注中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県県立学校学則の一部改正）

第４条 愛媛県県立学校学則（昭和３３年愛媛県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

様式第２号注中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（社会教育主事資格認定に関する規則の一部改正）

第５条 社会教育主事資格認定に関する規則（昭和３５年愛媛県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注及び様式第２号注中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部改正）

第６条 愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注５、様式第２号注５、様式第３号注４、様式第４号の３注４、様式第５号注４、様式第７号の２注、様式第８号注３、様

式第１３号注２、様式第１５号注２、様式第１６号の２注、様式第１７号注２、様式第１８号注２、様式第１９号注３、様式第２０号注３、様式第２１号

注３、様式第２２号注３、様式第２３号注２、様式第２４号注２及び様式第２５号注２中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部改正）

第７条 愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第１号様式（注）２、第２号様式（注）２、第３号様式（注）５、第４号様式（注）、第５号様式（注）３、第６号様式（注）２、第

７号様式（注）、第１０号様式（注）、第１１号様式（注）及び第１２号様式（注）中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の一部改正）

第８条 愛媛県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。

様式第１号注、様式第３号（注）、様式第４号（注）２、様式第５号（注）、様式第８号（注）及び様式第９号（注）中「日本工業規

格」を「日本産業規格」に改める。

（技能教育施設の指定の申請手続等に関する規則の一部改正）

第９条 技能教育施設の指定の申請手続等に関する規則（平成３年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

様式第１号備考５、様式第２号備考２、様式第３号備考２及び様式第４号備考２中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県生涯学習センター管理規則の一部改正）

第１０条 愛媛県生涯学習センター管理規則（平成３年愛媛県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注２、様式第３号注、様式第４号注２、様式第６号注２、様式第８号注２及び様式第１０号注２中「日本工業規格」を「日本

産業規格」に改める。

（埋蔵文化財の取扱いに関する規則の一部改正）

第１１条 埋蔵文化財の取扱いに関する規則（平成１２年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注５、様式第２号注４及び様式第３号注５中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県総合科学博物館管理規則の一部改正）

第１２条 愛媛県総合科学博物館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注２、様式第３号注、様式第４号注２、様式第６号注２、様式第８号注２及び様式第９号注２中「日本工業規格」を「日本

産業規格」に改める。
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（愛媛県歴史文化博物館管理規則の一部改正）

第１３条 愛媛県歴史文化博物館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注２、様式第３号注、様式第４号注２、様式第６号注２、様式第８号注２及び様式第９号注２中「日本工業規格」を「日本

産業規格」に改める。

（愛媛県美術館管理規則の一部改正）

第１４条 愛媛県美術館管理規則（平成１２年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

様式第１号注、様式第３号注、様式第４号注、様式第５号注、様式第６号注、様式第８号注２、様式第１０号注２及び様式第１１号注２中

「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

附 則

この規則は、令和元年７月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年６月１４日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

愛媛県教育委員会文書管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県教育委員会文書管理規程（平成３０年愛媛県教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。

様式第１０号注１中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

附 則

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

令和元年６月１４日 発行
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